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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月15日(2008.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
単繊維数平均直径が１～５００ｎｍで、単繊維比率の和Ｐａが６０％以上である熱可塑性
高分子のナノファイバー分散体を含むことを特徴とするナノファイバー合成紙。
【請求項２】
単繊維数平均直径が１～２００ｎｍで、単繊維比率の和Ｐａが６０％以上である熱可塑性
高分子のナノファイバー分散体を含むことを特徴とするナノファイバー合成紙。
【請求項３】
単繊維数平均直径を中央値とし、その前後３０ｎｍ幅に入る繊維の割合を表す単繊維直径
の集中度指数Ｐｂが５０％以上であることを特徴とする請求項１または２に記載のナノフ
ァイバー合成紙。
【請求項４】
ナノファイバー分散体の濾水度が３５０以下であることを特徴とする請求項１～３のいず
れかに記載のナノファイバー合成紙。
【請求項５】
目付が５０ｇ／ｍ２以下であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のナノフ
ァイバー合成紙。
【請求項６】
厚みが１０μｍ以上であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のナノファイ
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バー合成紙。
【請求項７】
密度が０．３ｇ／ｃｍ３以下であることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のナ
ノファイバー合成紙。
【請求項８】
数平均孔面積が１μｍ２以下であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のナ
ノファイバー合成紙。
【請求項９】
通気量が３０ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ以下であることを特徴とする請求項１～８のいずれか
に記載のナノファイバー合成紙。
【請求項１０】
合成紙の表から裏へ貫通する直径５０μｍ以上の孔の個数が０～１０００個／ｃｍ２であ
る請求項１～９のいずれかに記載のナノファイバー合成紙。
【請求項１１】
表面平滑度が３００秒以上であることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載のナ
ノファイバー合成紙。
【請求項１２】
請求項１～１１のいずれかにおいて、単繊維数平均直径が１μｍ以上の他の繊維を少なく
とも５ｗｔ％以上さらに含むことを特徴とするナノファイバー合成紙。
【請求項１３】
ナノファイバー分散体を支持体上に積層したことを特徴とする請求項１～１２のいずれか
に記載のナノファイバー合成紙。
【請求項１４】
支持体が織物、編物、不織布、発泡体から選ばれたものであることを特徴とする請求項１
３に記載のナノファイバー合成紙。
【請求項１５】
ナノファイバー短繊維を叩解後に分散しこれを抄紙して合成紙を製造する方法であって、
バインダーを使用せずに抄紙することを特徴とするナノファイバー合成紙の製造方法。
【請求項１６】
ナノファイバー分散体をバインダーとして、単繊維数平均直径が１μｍ以上の他の繊維を
抄紙することを特徴とするナノファイバー合成紙の製造方法。
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